
 

渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地登録から今年は７周年を迎えようとしていますが、

渡良瀬遊水地でのワイズユース（賢明な利用）実現のためには、国と地方、自治体間、官

民の垣根を越えて、一つの遊水地としての共通の将来ビジョンの下での取組が必要です。  

わたらせ市民フォーラムが６月１０日に公表した「渡良瀬遊水地の将来に向けた提言

『ワイズユースで拓く渡良瀬遊水地の未来』」を基に、一つの遊水地としてのワイズユー

スをどのように実現していくのか、利根川上流河川事務所長、４市２町の首長をお招き

して意見交換を行います。 

 

２０１９年６月２９日１３時～１６時３０分 

わたらせ市民フォーラム／条約湿地登録 7 周年記念シンポジウム 

「ワイズユースで拓く渡良瀬遊水地の未来」 

栃木市藤岡文化会館(TEL 0282-62-4351) 

 

主催：ラムサール湿地ネットわたらせ

 

（事務局） 

〒323-0034 小山市神鳥谷１丁目６番１９号  

浅野正富法律事務所内 

  TEL 0285-25-6577 FAX 0285-25-6627  

 E‐mail／m-asano@msd.biglobe.ne.jp 

 

 

開  場         １２:３０  

開  会        １３:００ 

提言説明        １３:２５ 

パネルディスカッション １４:４０ 

閉   会             １６:３０ 

入場無料・事前申込不要 



堤  言  項  目 

提言１：渡良瀬遊水地におけるワイズユース／遊水地の魅力と価値 

提言２：渡良瀬遊水地と周辺地域の一体性 

提言３：ワイズユースにおける治水・利水の重要性 

提言４：渡良瀬遊水地ワイズユース基本計画の策定 

提言５：保全管理の将来ビジョンと保全管理計画 

提言６：早急に対処すべき保全管理上の問題 

提言７：ワイズユースを担う人材確保 

提言８：遊水地来訪者の受け入れ態勢の整備 

提言９：遊水地に関する正しい環境歴史教育の必要性 

提言１０：渡良瀬遊水地でのＣＥＰＡとＳＤＧｓ 

提言１１：渡良瀬遊水地を活かした学校教育の充実と開放 

提言１２：渡良瀬遊水地におけるスポーツ利用のワイズユース 

提言１３：渡良瀬遊水地と関係サイトの連携 

提言１４：ワイズユース実現のために民間が果たすべき役割と議会の連携 

提言１５：シンボルのハートに相応しいワイズユースを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤岡文化会館 〒323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡８１０  TEL 0282-62-4321 


